
し
た
。
安
蔵
五
年
住
職
と
な
り
、
明
治
ご
年
擬
欝
に

任
ぜ
ら
れ
、
八
年
近
江
愛
知
川
賓
滞
寺
に
移
り
、
甑

〈
准
ん
で
三
十
一
年
講
師
と
な
っ
た
。
=
一
十
三
年
五

周
入
日
大
信
正
に
補
せ
ら
れ
、
即
日
示
寂
。
年
八
十

四
。
長
子
了
停
は
天
し
、
衣
子
了
賢
は
荷
風
寓
寺
に
住

し
て
講
師
と
な
っ
た
。

ヒ
ロ
ヲ
ゴ
ゼ
ン
鹿
尾
御
前
加
賀
務
宇
一
第
六
代

前
回
吉
徳
の
女
弓
嫡
は
、
康
問
侯
南
部
信
貞
に
嫁
し
、

瞭
隠
御
前
と
総
せ
ら
れ
た
。

ピ
ワ
ガ
イ
ケ
琵
琶
が
池
石
川
郡
長
聞
に
在
る
。

百
姓
の
隠
に
あ
ろ
井
戸
で
、
能
く
限
疾
を
治
す
る
と

い
ひ
、
交
政
十
ご
年
不
動
蛍
を
傍
に
建
て
た
。
錨
尾

記
に
不
動
泊
と
あ
る
の
も
是
で
あ
ら
う
。

ピ
ワ
ガ
タ
キ
琵
琶
ヶ
溺
江
沼
郡
枯
淵
領
に
在

る
。
江
沼
志
稿
に
枯
淵
か
ら
富
士
潟
級
に
七
八
町
菅

っ
た
聞
に
あ
る
と
記
す
る
。

ピ
ワ
ヨ
ノ
キ
セ
ン
露
琶
湖
の
汽
締
大
器
寺
務

が
太
政
官
の
許
可
を
得
て
琵
琶
湖
に
汽
備
を
浮
べ
た

こ
と
は
、
間
務
の
な
し
た
事
業
中
最
も
見
る
べ
き
も

の
‘
二
つ
で
あ
る
。
務
が
之
を
出
願
し
た
の
は
明
治

元
年
九
周
二
日
で
、
京
都
響
衡
の
箆
兵
員
を
檎
迭
し
、

叉
は
そ
の
物
産
を
輸
出
す
る
の
利
便
を
計
る
を
目
的

と
し
、
同
用
七
日
許
可
を
得
た
。
図
っ
て
務
は
大
棒

に
於
い
て
建
遺
せ
ん
と
し
た
る
も
良
工
を
得
る
能
は

ず
、
止
む
な
く
兵
庫
に
至
っ
て
膝
知
事
弁
上
俊
織
に

詩
ひ
、
川
崎
町
の
宮
地
に
工
場
を
檎
へ
、
長
崎
に
於

い
て
腕
入
し
た
汽
簡
を
用
ひ
、
ご
年
三
周
三
日
進
水

式
を
暴
げ
て
・
一
番
丸
と
稽
し
た
。
然
る
に
一
番
丸
が

琵
琶
湖
を
往
復
す
る
に
及
び
、
底
破
損
し
て
強
期
の

目
的
を
謹
す
る
こ
と
を
得
な
か
っ
た
か
ら
、
同
年
七

周
十
四
日
更
に
ご
番
丸
の
建
造
を
民
部
省
に
出
願
し

て
、
九
周
廿
四
日
許
可
を
得
、
十
周
そ
の
袋
成
を
見

た
。
一
番
丸
・
ご
番
丸
共
に
排
水
母
一
回
噸
、
一
回

包
ロ

i
l
フ
ウ

馬
力
、
速
力
八
海
里
の
も
の
で
、
こ
の
建
遣
は
務
士

石
川
暗
の
建
議
に
因
り
、
而
し
て
厳
務
の
後
は
醤
務

士
卒
田
被
三
の
経
営
に
移
っ
た
。

ピ
ワ
ヅ
カ
琵
琶
塚
石
川
郡
南
笹
塚
に
在
る
。

低
い
岡
正
で
、
直
径
一
四
米
軍
、
周
閣
の
水
凹
よ
り

高
き
こ
と
ご
米
。
内
部
は
祥
か
で
な
い
が
、
石
室
は

存
在
せ
ぬ
。
随
う
て
古
墳
で
あ
る
か
否
か
は
明
瞭
で

な
い
が
、
古
来
の
口
一
碑
と
附
廷
か
ら
説
部
土
器
の
破

片
を
出
す
等
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
墳
の
制
廃
し

た
も
の
か
と
思
は
れ
る
。
↓
イ
マ
フ
ル
グ
カ
今
古

塚。
ピ
ワ
ホ
ウ
シ
琵
琶
法
師
貞
享
ご
年
前
凹
綱
紀

の
獲
女
恭
嫡
は
、
老
医
長
大
隅
守
備
漣
に
嫁
し
た
が
、

翌
三
年
七
周
朔
日
金
棒
城
に
上
っ
て
侯
に
謁
し
た

時
、
侯
は
松
竹
検
校
及
び
座
顕
な
か
都
に
平
家
を
蹄

ら
し
め
て
慰
め
た
と
い
ふ
こ
と
が
、
高
畠
定
延
の
管

君
雑
録
に
在
る
か
ら
、
笛
時
儒
.
平
家
が
上
流
に
賞
翫

せ
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
。
然
る
に
費
永
六
年
綱
紀
が

琵
琶
法
師
の
有
無
を
調
査
せ
し
め
た
時
に
は
、
『
藤
締

勾
笛
外
宜
敷
諦
申
座
頭
無
之
候
。
誠
ゅ
ん
と
申
者
十

勾
許
、
助
都
と
申
者
十
四
句
許
娃
候
而
際
申
候
得
共
、

聾
不
宜
、
共
上
平
家
の

E
義
曾
而
不
存
者
共
に
御
座

候
。
』
と
あ
っ
て
、
こ
の
頃
院
に
甚
だ
し
く
袋
領
し
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。

ヒ
ヲ
目
尾
石
川
郡
陪
川
庄
に
回
す
る
部
務
。

政
春
古
兵
談
に
、
佐
久
間
賠
政
が
金
稼
械
を
修
築
し

た
時
、
日
尾
・
見
定
の
村
民
=
一
百
傍
人
を
召
し
て
期
曲
目

諮
に
従
は
じ
め
、
後
包
閲
し
て
一
時
に
之
を
殺
し
た

の
で
、
爾
後
そ
の
附
廷
が
能
く
治
っ
た
と
あ
る
。

ヒ
ン
ソ
ン
オ
シ
タ
テ
貧
村
御
仕
立
加
賀
務
が

貧
村
を
保
離
し
て
そ
の
耕
作
カ
を
回
復
せ
し
め
る
を

質
討
御
仕
立
と
い
ひ
、
か
く
の
如
き
村
方
を
改
作
村
、

監
督
の
御
技
持
人
十
村
を
改
作
支
庖
と
穂
し
た
。
賀

隠
以
降
抹
に
村
方
閑
窮
し
1

手
依
り
高
と
い
う
て
、

土
地
あ
る
も
耕
作
し
得
ざ
る
も
の
が
あ
っ
た
か
ら
、

安
永
中
此
等
に
入
百
姓
を
命
じ
、
覧
政
元
年
よ
り
貧

村
成
立
方
御
仕
法
に
よ
っ
て
、
特
別
の
保
搬
を
加
ヘ
、

復
古
米
を
給
す
る
こ
と
L
し
た
。
復
古
米
は
後
に
御

数
米
と
い
ひ
、
御
技
持
人
十
村
が
貧
村
を
巡
回
し
て

之
を
配
賞
し
た
。
天
保
入
年
御
数
米
を
援
し
、
九
年

か
ら
極
貧
の
村
に
の
み
保
純
を
加
へ
る
こ
と
L
し、

改
作
所
に
鴎
す
る
別
除
米
を
以
て
之
を
支
出
し
た
。

ヒ
ン
ピ
ヨ
ウ
イ
ン
貧
病
院

J
イ
ガ
タ
カ

y

留
感
館
。

フ

プ
奉
事
行
の
略
。
寺
島
邸
益
の
ふ
ぐ
汁
の
鴫

に
、
『
御
郡
奉
行
へ
は
村
落
水
っ
き
、

m地
へ
水
の
押

入
る
川
に
砂
入
欺
、
地
元
を
失
た
る
訓
恨
の
水
損
な
ど

の
御
詮
議
、
逝
路
橋
梁
之
御
詮
訟
を
初
め
、
敏
々
民

の
捕
か
L
り
廷
と
す
る
践
の
品
を
強
め
命
ぜ
ら
れ
、

是
叉
御
鍔
奉
へ
も
何
か
食
議
有
之
ぺ
〈
、
御
蹴
回
議
奉

へ
は
人
家
附
に
川
除
暫
繍
早
速
命
ぜ
ら
れ
、
叉
定
検

地
奉
杯
も
御
呼
立
、
入
川
有
る
分
は
棋
留
早
速
命
ぜ

ら
る
べ
く
云
々
。
』
と
あ
る
如
き
は
是
で
あ
る
。

プ
イ
タ
シ
ヨ
撫
育
所
撫
育
所
は
陸
路
三
年
七

用
に
起
っ
た
卯
辰
山
麓
生
厨
の
附
蹄
と
し
て
、
翌
明

治
元
年
も
と
石
川
郡
笠
舞
村
に
あ
っ
た
撫
育
所
即
ち

も
と
の
非
人
小
屋
を
移
興
せ
し
め
た
も
の
で
あ
る
。

建
物
は
九
べ
て
入
棟
で
、
三
種
に
匿
則
せ
ら
れ
て
ゐ

た
。
そ
の
一
は
様
小
屋
で
、
家
族
を
有
す
る
も
の
を

牧
容
し
、
ご
は
男
小
屋
、
=
一
は
女
小
屋
で
あ
っ
た
。

叉
役
員
室
・
裕
室
・
作
業
場
等
が
あ
り
、
作
業
揚
は
攻

容
者
の
従
事
す
る
も
の
で
、
そ
の
種
類
に
よ
り
鍛
棟

に
分
か
た
れ
た
。
三
年
ご
周
卯
反
山
養
生
腕
の
卯
反

山
貧
病
院
と
な
る
に
及
び
、
掠
育
所
中
の
大
多
数
は

解
放
せ
ら
れ
、
後
の
小
野
慈
議
院
の
困
を
作
る
こ
と

に
な
っ
た
。
上
記
の
外
別
に
加
賀
務
は
、
明
治
ご
年

三
周
窮
民
投
容
の
震
に
、
能
奨
・
石
川
・
河
北
・
能
登

ロ
郡
に
も
各
撫
育
所
を
設
け
た
ゃ
う
で
あ
る
。

フ
イ
ゴ
ハ
ジ
メ
輸
初
務
政
の
時
、

E
n二
日

の
未
明
か
ら
鍛
冶
が
行
う
た
式
で
、
笛
年
の
仕
事
初

で
あ
る
。

フ
イ
ゴ
マ
ツ

9
.
縞
祭
務
政
の
時
、
十
一
月
八

日
を
鞠
祭
と
し
、
鍛
冶
・
鈍
物
防
・
白
銀
師
な
ど
は
、

業
を
休
ん
で
酒
宴
を
催
し
た
。

プ
イ
9

歩
入
務
政
の
時
、
御
蔵
入
米
た
る
と

給
人
知
た
る
と
に
論
な
く
、
百
姓
は
そ
の
租
の
一
定

践
を
一
定
日
限
に
納
入
す
る
を
製
し
た
。
歩
入
と
い

ふ
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
澗
合
は
、
元
隊
十
六
年

。
規
定
で
は
、
八
用
十
五
日
ま
で
に
ご
臨
五
毛
、
間

晦
日
ま
で
に
ご
陸
五
毛
、
九
用
十
五
日
ま
で
に
一
二
回

五
毛
、
問
晦
日
ま
で
に
三
回
五
毛
、
十
周
十
五
日
ま

で
に
ご
歩
、
同
晦
日
ま
で
に
ご
歩
、
十
一
周
十
五
日

ま
で
に
一
歩
五
脱
、
同
晦
日
ま
で
に
一
歩
五
匹
、
十

二
周
ご
十
日
ま
で
に
一
歩
入
匝
で
あ
る
。
若
し
町
熟

な
る
時
は
八
周
十
五
日
の
分
を
同
晦
日
の
分
と
共
に

上
納
す
る
を
許
さ
れ
た
。
併
し
天
保
申
か
ら
、
こ
の

規
定
に
拘
ら
ず
、
事
号
て
早
〈
上
納
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
村
肝
煎
は
一
村
つ
用
の
納
額
を
調
査
し
、
宇

都
仙
の
般
加
に
記
入
し
て
組
裁
許
の
十
村
に
提
出
し
、

十
村
は
一
組
分
を
一

mmと
し
て
改
作
所
に
提
出
し
、

そ
れ
を
半
紙
鰻
と
い
う
た
。

風
港

フ
ウ
イ
ツ

風
題
。フ

ウ
キ
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